
【件名】 

ブータンにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起（その８：プンツォリン

における市中感染の確認ほか） 

 

【ポイント】 

●ブータン政府によると、８月２１日現在のブータン国内感染者の合計は、１５

３例となっています。 

●ブータン政府は南部チュカ県プンツォリンにおいて、市中感染が確認された

旨宣言しました。プンツォリンにおいては現在までに３８名の陽性が確認され

ています。また、パロにおいても５名の陽性が確認されており、感染者の確認さ

れたエリアにおいて重点的に検査を実施中です。 

●ティンプーでは、住民は、各世帯に１枚の移動パス（１名分）が付与され、買

い物等の外出は特定の時間に指定の店舗に行く場合のみ各世帯１名のみが許可

される措置が取られています。 

●２０日のブータン保健省発表によると、８月１日以降にプンツォリンへの訪

問歴のあるティンプー在住者に対して、オンラインまたは電話による事前等登

録を行った上で、COVID-19 検査を受検することが求められています。 

 

【本文】 

１ ブータン政府によると、８月２１日現在のブータン国内感染者の合計は、１

５３例となっています。詳細は以下をご覧ください。 

https://www.facebook.com/MoHBhutan/ 

 

２ １６日、ブータン政府はレッドゾーンに指定されている南部チュカ県プン

ツォリン（ブータン第二の都市）において、市中感染が確認された旨宣言しまし

た。報道などによると、プンツォリンで発生した最初の陽性患者（小規模複合輸

送中継施設（mini dry port）で積荷業に従事する２５歳男性）と接触した者と

して現時点までに接触者９４９名を確認、約６００名の検査を実施したとのこ

とです。 

 ２１日時点で市中感染が宣言されているのはプンツォリンのみですが、パロ

においても既に３名の感染者、ゲレフにおいて２名の感染者が確認されており、

現在感染者の確認されたエリアにおいて重点的に検査を実施中です。ティンプ

ーにおいても既に３，０００以上の検体が採取されており、本日よりプンツォリ

ンの訪問歴のあるティンプー在住者のために検査所（１０か所）の運用が開始さ

れ、さらに検査体制が強化される予定です。 

 



３ ティンプーでは、住民は、各世帯に１枚の移動パス（１名分）が付与され、

買い物等の外出は特定の時間に指定の店舗に行く場合のみ各世帯１名のみが許

可される措置が取られています。 

（COVID-19 ロックダウンパスを携行して外出する際の留意点） 

https://www.gov.bt/covid19/20th-aug-2020-dos-and-donts-for-the-

lockdown-movement-pass-2/ 

 

４ ２０日のブータン保健省発表によると、８月１日以降にプンツォリンへの

訪問歴のあるティンプー在住者に対して、オンライン登録フォームの提出又は

検査登録電話番号１０２３への連絡を呼びかけ、検体収集を実施中（２０日現時

点で３，６７３名）であり、検体収集後、７２時間以内に保健省より連絡がなけ

れば「陰性」であるとのことです。 

また、同省は、２１日午後７時より、８月１日から今日までにプンツォリンへ

訪れたティンプー在住者のために、７つのスーパーゾーン内に１０の COVID-19

検査所の運用が開始される旨発表しました（下記リンク参照）。該当者は、事前

の登録後、指定の時間に移動パスを携行の上、受検することが求められています。

リスト内にスーパーゾーンが指定されていない住民に対しては、同省監視チー

ムから電話による連絡があるとのことです。 

 

https://www.gov.bt/covid19/20th-aug-2020-announcement-from-moh-for-

thimphu-residents-with-travel-history-from-phuntsholing-on-or-after-

1st-august-2020-till-date/ 

（ブータン保健省 HP：COVID-19 検査の事前登録、各種問い合わせ窓口、ドゥル

ックアプリの登録等） 

http://www.moh.gov.bt/ 

 

５ ブータンご滞在中の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染拡大防止

のための政府の措置等に関する最新情報の入手に引き続き努めてください。 

ブータン政府は感染予防のための措置を強化する方向にあり、制度が突然変更

される可能性もありますので、十分注意して行動してください。 

また、ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。 

（１）密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタンスを確保

する。 

（２）アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目、

鼻、口などに触れる前に手洗いをする。 

（３）咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない



場合は、咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い、手洗いを行う。 

 

（各種情報が入手できるサイト） 

ブータン政府 COVID-19 ホームページ 

https://www.gov.bt/covid19/ 

外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

厚生労働省ホームページ：新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

首相官邸ホームページ：新型コロナウイルス感染症に備えて 

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 

（お問い合わせ先） 

在インド日本国大使館 

電話：＋91-011-4610-4610（代表） 

email：jpemb-cons@nd.mofa.go.jp 


